
 
 

管外地域間運送便の改正について 

 
 
 郵便事業会社信越支社オペレーション部は、本日（4 月 23 日）「管外地域間運送便

の改正」について地方本部に説明してきました。 
 
 標記内容は２点で構成されています。 
 支社資料１では、東京多摩・長岡線について、東京支社が地域内便を地域間便に統

合することに伴い、ダイヤ調整を行なうとしていますが、長岡支店に到着するダイヤ

及び荷量は現行通りです。 
 
 支社資料２の別紙１では、埼玉ターミナル支店移転及び支店名改称により、「新岩槻

支店」に改称されますが、それに伴う信越管内統括支店の到着時刻の変更はありませ

ん。 
 別紙２は、新越谷支店ゆうパック地域区分事務移管及び郵便結束事務移管により、

関東・東京管内でダイヤ変更が生じますが、信越管内統括支店の差立及び到着時刻の

変更はありません。 
 詳細は支社資料を参照願います。 
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